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30

　
家
族
を
介
護
す
る
方
が
日
々
の
思
い
や
迷

い
を
共
有
し
て
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
す
る
会
で
す
。

介
護
専
門
職
員
の
ア
ド
バ
イ
ス
も
聞
く
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　
７
月
20
日
㈭
午
前
10
時
～
正
午

 

　
プ
リ
モ
ホ
ー
ル
ゆ
と
ろ
ぎ
講
座
室
１

 

　
主
に
認
知
症
の
高
齢
者
を
介
護
し

て
い
る
方

　
10
人
（
申
込
順
）

 

　
７
月
14

日
㈮
午
後
５
時
ま
で
に
、

電
話
、
Ｅ
メ
ー
ル
ま
た
は
応
募
フ
ォ
ー
ム

か
ら
、
高
齢
福
祉
介
護
課
介
護
予
防
・
地

域
支
援
係
内

456
へ

　
　s304200@city.hamura.tokyo.jp

※ 

Ｅ
メ
ー
ル
で
申
し
込
む
と
き
は
、
件
名
を

「
家
族
介
護
者
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
の
会
」、
本

文
に
「
氏
名
、
年
齢
、
住
所
、
電
話
番
号
」

を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 

　
認
知
症
の
方
と
そ
の
家
族
を
地
域
で
見
守

る
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
に
な
り
ま
せ
ん
か
。

 

７
月
14
日
㈮
午
後
７
時
～
８
時
30

分
（
受
付
け
…
午
後
６
時
30
分
か
ら
）

 

　
プ
リ
モ
ホ
ー
ル
ゆ
と
ろ
ぎ
講
座
室
１

 

　
市
内
在
住
・
在
勤
・

在
学
で
15
歳
以
上
の
方
（
中

学
生
を
除
く
）

　
15
人
（
申
込
順
）

 

　
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
あ
か
し

あ
　
キ
ャ
ラ
バ
ン
メ
イ
ト

 

　
７
月
11
日
㈫
午
後
５
時

ま
で
に
、
電
話
、
Ｅ
メ
ー
ル
ま
た
は
応
募

フ
ォ
ー
ム
か
ら
、
高
齢
福
祉
介
護
課
介
護

予
防
・
地
域
支
援
係
内

456
へ

　
　s304200@city.hamura.tokyo.jp

※ 

Ｅ
メ
ー
ル
で
申
し
込
む
と
き
は
、
件
名
を

「
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座
申
込
」、

本
文
に
「
氏
名
、
年
齢
、
住
所
、
電
話
番
号
」

を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

税
　
金

  
 

　
令
和
５
年
中
に
新
築
・
増
築
し
た
家
屋
を

対
象
に
調
査
を
行
い
ま
す
。
固
定
資
産
税
・

都
市
計
画
税
の
算
出
根
拠
と
な
る
家
屋
の
評

価
額
を
決
定
す
る
た
め
の
も
の
で
す
。

　
家
屋
の
完
成
を
確
認
次
第
、
家
屋
調
査
の

日
程
調
整
の
は
が
き
を
送
付
し
ま
す
。
希
望

日
時
を
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

※ 

車
庫
や
サ
ン
ル
ー
ム
な
ど
を
増
築
し
た
場
合

も
課
税
の
対
象
と
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
適
正
な
課
税
の
た
め
年
３
回
、
市
内
全
域

を
巡
回
し
、
家
屋
の
新
築
や
滅
失
、
土
地
の

利
用
状
況
な
ど
を
確
認
し
て
い
ま
す
。

　
令
和
５
年
中
に
家
屋
（
全
部
ま
た
は
一
部
）

を
取
り
壊
し
た
場
合
は
、
届
け
出
を
し
て
く

だ
さ
い
。

 

…
東
京
法
務
局
西

多
摩
支
局
で
家
屋
の
滅
失
登
記

 

…
課
税
課
資
産
税
係
へ

「
家
屋
取
壊
し
申
告
書
」
を
提
出

※ 

取
壊
し
の
届
け
出
が
な
い
場
合
、
来
年
度

以
降
も
家
屋
が
存
在
す
る
も
の
と
し
て
課

税
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
市
内
に
土
地
を
所
有
し
て
い
て
、
令
和
５
年

中
に
次
に
該
当
す
る
方
は
「
固
定
資
産
税
住

宅
用
地
等
申
告
書
」
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

○ 

住
宅
を
新
築
し
、
土
地
を
新
し
く
住
宅
用

地
と
し
て
使
用
し
た
場
合

○ 
住
宅
を
取
り
壊
し
、
土
地
を
住
宅
用
地
と

し
て
使
用
し
な
く
な
っ
た
場
合

○ 

住
宅
用
地
の
全
部
ま
た
は
一
部
に
事
業
用

家
屋
を
新
築
し
た
場
合

○
住
宅
を
事
業
用
家
屋
に
用
途
変
更
し
た
場
合

〇
住
宅
を
建
て
替
え
て
い
る
場
合

　
各
種
申
請
書
は
、
市
公
式

サ
イ
ト
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
平
成
26
年
４
月
１
日
以
前
に
建
築
さ
れ
た

住
宅
で
、
一
定
の
省
エ
ネ
改
修
工
事
を
行
っ

た
場
合
、
改
修
工
事
が
完
了
し
た
年
の
翌
年

度
分
に
限
り
、
当
該
家
屋
に
係
る
固
定
資
産

税
を
減
額
し
ま
す
。

　
新
築
さ
れ
た
日
か
ら
10
年
以
上
経
過
し
た

住
宅
で
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
バ
リ
ア
フ

リ
ー
改
修
工
事
を
行
っ
た
場
合
、
改
修
工
事

が
完
了
し
た
年
の
翌
年
度
分
に
限
り
、
当
該

住
宅
に
係
る
固
定
資
産
税
を
減
額
し
ま
す
。

　
昭
和
57
年
１
月
１
日
以
前
に
建
築
し
た
住

宅
で
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
耐
震
改
修
工

事
を
行
っ
た
場
合
、
改
修
工
事
が
完
了
し
た

年
の
翌
年
度
か
ら
当
該
住
宅
に
係
る
固
定
資

産
税
を
減
額
し
ま
す
。

　
い
ず
れ
の
制
度
も
申
告
期
限
は
改
修
工
事

が
完
了
し
た
日
か
ら
３
か
月
以
内
で
す
。
詳

し
く
は
市
公
式
サ
イ
ト
を
ご
覧
に
な
る
か
、

問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

課
税
課
資
産
税
係
内

158
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状
況
に
よ
り
、
施
設
が
休
館
し
た
り
、
事
業
な
ど
が
変
更
・
延
期
・
中
止
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
最
新
情
報
は
、
市
公
式
サ
イ
ト
・
各
施
設
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
な
ど
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

 

　
市
民
税
・
都
民
税
（
住
民
税
）
は
、
毎
年

１
月
１
日
現
在
で
住
民
登
録
し
て
い
る
市
区

町
村
に
、
前
年
の
所
得
を
も
と
に
算
出
さ
れ

た
税
額
を
納
め
て
い
た
だ
く
税
金
で
す
。

　
納
期
は
年
４
回
で
す
。
年
金
特
別
徴
収
の

対
象
の
方
は
、
年
６
回
に
分
け
て
年
金
か
ら

引
落
し
と
な
り
ま
す
。

　
な
お
、
会
社
を
通
じ
て
特
別
徴
収
税
額
の

決
定
通
知
書
が
届
く
方
は
、
６
月
の
給
与
か

ら
翌
年
５
月
の
給
与
ま
で
に
12
回
に
分
け
て

引
落
し
と
な
り
ま
す
。

　
課
税
課
市
民
税
係
内

162

相
　
談

　
脳
卒
中
な
ど
の
病
気
や
交
通
事
故
に
あ
っ

た
後
、「
怒
り
っ
ぽ
く
な
っ
た
」「
今
ま
で
で

き
て
い
た
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ

た
」
な
ど
の
症
状
が
あ
り
ま
せ
ん
か
。

　
こ
れ
ら
の
症
状
は
、「
高
次
脳
機
能
障
害
」

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
困
り
ご
と
や
こ
れ
か
ら

の
生
活
の
こ
と
、
社
会
資
源
の
利
用
方
法
、

医
療
機
関
の
受
診
な
ど
に
つ
い
て
、
専
門
の

相
談
員
に
よ
る
個
別
相
談
を
行
っ
て
い
ま
す
。

 

　
毎
月
第
３
火
曜
日
の
午
後
２
時
～

４
時
（
予
約
制
）

　
市
役
所
１
階
障
害
福
祉
課

 
　
事
前
に
電
話
ま
た
は
直

接
、
障
害
福
祉
課
障
害
者
支
援
係
内

186
へ

　
市
で
は
、
法
務
大
臣
か
ら
委
嘱
を
受
け
た

人
権
擁
護
委
員
が
人
権
に
関
す
る
相
談
を
受

け
て
い
ま
す
。
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。
不
当

な
迫
害
・
い
じ
め
な
ど
、
人
権
に
関
す
る
こ

と
で
困
っ
て
い
る
こ
と
を
、
気
軽
に
相
談
し

て
く
だ
さ
い
。

 

　
毎
月
第
３
木
曜
日
の
午
後
１
時
30

分
～
４
時
30
分
（
予
約
制
。
定
員
…
各
日

３
人
）　

市
役
所
１
階
市
民
相
談
室

 

　
事
前
に
電
話
ま
た
は
直

接
、
秘
書
広
報
課
市
民
相
談
係
内

541
へ

　
不
動
産
の
登
記
や
土
地
の
境
界
争
議
な
ど
に

関
す
る
相
談
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
相
談

日
の
１
か
月
前
か
ら
予
約
を
受
け
付
け
ま
す
。

 

　
偶
数
月
の
第
３
火
曜
日

　
午
後
１

時
30
分
～
４
時
30
分
（
予
約
制
。
定
員
…

各
日
６
人
）

　
市
役
所
１
階
市
民
相
談
室

 

　
事
前
に
電
話
ま
た
は
直

接
、
秘
書
広
報
課
市
民
相
談
係
内

541
へ

　5月 15日から、国民健康保険税などに未納が

ある方に対して、電話自動案内システム「AIコン

シェルジュ」が連絡をしています。「AIコンシェ

ルジュ」は、AIが電話の声を聞き取って自動音

声で案内します。

　未納の案内をする前に、AIが本人確認のため、

生年月日を尋ねます。本人確認を取った後、納付

済みか未納かを尋ねますので、未納の場合は納

付の予定日を答えてください。分割納付を希望す

る場合、すぐに納付をすることが難しい場合など

は、納税課に連絡してください。

　また、SMS（ショートメッセージ）を利用して

いる方には、電話の後、SMSも送付します。

 ��� �������������� 

　主に地方公共団体向けに提供されている総合

行政ネットワーク（LGWAN）を用いた、非常に安

全性の高いシステムです。認識した音声をテキス

ト化し、辞書やデータベースと連携して適切な回

答に結び付け、音声合成で回答します。

※�システムについて詳しくは、サービ

スサイトをご覧ください。
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　株式会社 TACT（USEN-NEXT�GROUP）
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